
令和６年度 高 等 部 生 徒 心 得
れ い わ ね ん ど こ う と う ぶ せ い と こころ え

鹿児島県立指宿特別支援学校
か ご しまけんりついぶすきとくべつ し えんがつこう

生徒 心 得を守ることができなかった場合 生活指導 係 と担任が計画した特別指導 受， を
せい と こころ え まも ば あい せいかつ し どうがかり たんにん けいかく とくべつ し どう う

けることとします。

１ 服 装
ふく そう

⑴ 登下校のときは，原則として制服を 着 用します。
とう げ こう げんそく せいふく ちやくよう

⑵ ネクタイやリボンを正しく付け，シャツは，ズボンやスカートの中にきちんと入れ
ただ つ なか い

ましょう。

⑶ 靴下は，白・黒・紺などで，単 色 のものを 着 用しましょう。寒い時期は，黒色の
くつした しろ くろ こん たんしよく ちやくよう さむ じ き くろいろ

タイツをはいても構いません。
かま

⑷ 髪は清潔に保ち，パーマをかけたり，染めたり，脱 色 したりしないようにしま
かみ せいけつ たも そ だつしよく

しょう。

⑸ 髪をとめるゴムやピンの色は，黒・紺・茶のいずれかにしましょう。
かみ いろ くろ こん ちや

⑹ 下着はシャツから出ることがないようにし，色柄が透けない下着を身に付けましょ
した ぎ で いろがら す した ぎ み つ

う。

⑺ 防寒着として，制服の上に黒・紺・茶の単 色 の上着を着て構いません。また制服
ぼうかん ぎ せいふく うえ くろ こん ちや たんしよく うわ ぎ き かま せいふく

の下に，黒・紺・茶の単 色 のベスト，セーター，カーディガンを着てもよいです。
した くろ こん ちや たんしよく き

フード付きの上着は安全面に 十 分気を付けて着るようにしましょう。
つ うわ ぎ あんぜんめん じゆうぶん き つ き

２ 持ち物
も もの

⑴ 自分の持ち物には，すべて名前を書きましょう。
じ ぶん も もの な まえ か

⑵ 身分 証 明書は，登下校時において常に携帯しましょう。
み ぶんしようめいしよ とう げ こう じ つね けいたい

⑶ 学校に不必要なもの（金銭やゲーム，食べ物など）は持ってこないようにしましょ
がつこう ふ ひつよう きんせん た もの も

う。

⑷ 時計は，必要に応じて所持してもよいですが，しっかりと管理をしましょう。
と けい ひつよう おう しよ じ

⑸ ハンカチやティッシュを常に身に付けるようにしましょう。
つね み つ

３ 挨拶，言葉遣い
あいさつ こと ば づか

⑴ 大きな声で，自分から「おはようございます 「こんにちは 「ありがとうござい」 」
おお こえ じ ぶん

ます 「さようなら」などの挨拶をしましょう。」
あいさつ

⑵ 友達は 「○○くん 「○○さん」と呼ぶようにしましょう。また，お互いに気持， 」
ともだち よ たが き も

ちよく生活できるように，ていねいな言葉遣いをしましょう。
せいかつ こと ば づか

⑶ 自分の 教 室以外に入るときは 「○年○組△△です。□□の用事で来ました。入っ，
じ ぶん きようしつ い がい はい ねん くみ よう じ き はい

てもいいですか 」と言って，許可を得てから入るようにしましょう。。
い きよ か え はい



４ 登下校
とう げ こう

⑴ 通学バスを利用する人は，バスの時間に遅れないように行動し，車内でのマナーを
つうがく り よう ひと じ かん おく こうどう しやない

しっかり守りましょう。
まも

⑵ 自主通学をしたい人は申し出て 必 ず許可を受けましょう ８時１５分頃から８時， 。
じ しゆつうがく ひと もう で かなら きよ か う じ ふんごろ じ

４５分頃までに登校し，１６時５０分までには下校しましょう。
ふんごろ とうこう じ ふん げ こう

５ 授 業 時間や休み時間
じゆぎよう じ かん やす じ かん

⑴ 登校したら提 出 物（連絡 帳 など）を出し，体育服（ジャージ）や作 業 服に着替
とうこう ていしゆつぶつ れんらくちよう だ たいいくふく さ ぎようふく き が

えましょう。

⑵ 授 業 の始まりに遅れないようにしましょう。
じゆぎよう はじ おく

⑶ 学 習 用具や遊具などの後始末をしっかりしましょう。
がくしゆうよう ぐ ゆう ぐ あと し まつ

⑷ 体育や自立活動は体育服に 作 業 学 習 では作 業 服に着替え 適切な服装をし 寒， ， ，
たいいく じ りつかつどう たいいくふく さ ぎようがくしゆう さ ぎようふく き が てきせつ ふくそう さむ

いときには先生に相談をしましょう。
せんせい そうだん

⑸ 外で遊ぶときは， 必 ず外履きに履き替えましょう。体育館では，体育館シューズ
そと あそ かなら そと ば は か たいいくかん たいいくかん

に履き替えましょう。
は か

⑹ エレベーターは，先生と一緒に利用しましょう。
せんせい いつしよ り よう

⑺ 休み時間は，トイレを済ませて，次の授 業 の 準 備をしましょう。
やす じ かん す つぎ じゆぎよう じゆん び

⑻ トイレを利用する際は，トイレを清潔に使いましょう。
り よう さい せいけつ つか

⑼ 外から帰ってきたら，まず手洗い・うがいを 行 うようにしましょう。
そと かえ て あら おこな

⑽ 一人で校外に出ないようにしましょう。
ひと り こうがい で

⑾ トラブル防止のため 生徒同士 二人きりで誰もいない 教 室や人気のない場所で会， ，
ぼう し せい と どう し ふた り だれ きようしつ ひ と け ば しよ あ

わないようにしましょう。

６ 携帯電話・インターネット接続機器（パソコン・タブレット端末・ゲーム機など）
けいたいでん わ せつぞく き き たんまつ き

⑴ 携帯電話は 学校へ持ち込まないこととします ただし 安全 上 必要な場合は 保， 。 ， ，
けいたいでん わ がつこう も こ あんぜんじようひつよう ば あい ほ

護者を通じて許可 願 を提 出 し，許可された場合のみ持ち込みが認められます。その
ご しや つう きよ か ねがい ていしゆつ きよ か ば あい も こ みと

際，学校では担任の先生に預けるようにしましょう。
さい がつこう たんにん せんせい あず

⑵ フィルタリング設定を 行 い，使用のルールを家族と話し合って決め， 必 ず守るよ
せつてい おこな し よう か ぞく はな あ き かなら まも

うにしましょう。

⑶ トラブル防止のため，メール，ブログ，掲示板，ＳＮＳ，ＬＩＮＥなどでのやりと
ぼう し けい じ ばん

りは，信頼できる”知っている人”だけにしましょう。
しんらい し ひと

⑷ 個人 情 報(写真， 住 所，電話番号など)や他人の嫌がることを書き込まないように
こ じんじようほう しやしん じゆうしよ でん わ ばんごう た にん いや か こ

しましょう。また，他人の写真や 情 報を絶対に使わないようにしましょう。
た にん しやしん じようほう ぜつたい つか

⑸ 相手の気持ちを 考 え，返信などの要 求 をしつこくしないようにしましょう。
あい て き も かんが へんしん ようきゆう

⑹ 夜９時以降は使わないようにしましょう （指宿市内の学校・ＰＴＡのきまり）。
よる じ い こう つか いぶすき し ない がつこう

（夜 時には学 習 目的も含め，確実に使用を止めるようにしましょう ）10 。
よる じ がくしゆうもくてき ふく かくじつ し よう や

⑺ 家族の携帯電話・インターネット接続機器を使う場合も， 必 ず 心 得に書いてある
か ぞく けいたいでん わ せつぞく き き つか ば あい かなら こころ え か

きまりを守って使いましょう。
まも つか



⑻ 学校内での使用は認めません 登下校 中 に音楽 動画 ＳＮＳ ゲームなどの使用。 ， ， ，
がつこうない し よう みと とう げ こうちゆう おんがく どう が し よう

は認めません。緊 急 時に連絡手段としての通話は認めます。
みと きんきゆう じ れんらくしゆだん つう わ みと

※ 以 上 を守ることができない場合，持ち込みの許可を取り消します。
い じよう まも ば あい も こ きよ か と け

【保護者の皆様へ】
ほ ご しや みなさま

※ 生徒に携帯電話やインターネット接続機器を所持させたり，使用させたりする
せい と けいたいでん わ せつぞく き き しよ じ し よう

場合は，保護者の管理，責任の下できまりを守って使わせてください。
ば あい ほ ご しや かん り せきにん もと まも つか

７ 夜間外 出
や かんがいしゆつ

⑴ 夜間外 出 をする際は，保護者と一緒に出掛けるようにしましょう。
や かんがいしゆつ さい ほ ご しや いつしよ で か

（ 時までに帰宅しましょう。保護者同伴の場合は 時半までに帰宅しましょう ）18 21 。
じ き たく ほ ご しやどうはん ば あい じ はん き たく

⑵ インターネットカフェへの立ち入りは禁止します。
た い きん し

８ 免許取得
めんきよしゆとく

原動機付自転車（単車）や自動車の運転免許取得については，保護者を通じて許可
げんどう き つき じ てんしや たんしや じ どうしや うんてんめんきよしゆとく ほ ご しや つう きよ か

願 を提 出 し 許可された場合のみ認められます なお 免許の取得後は 保護者が保， 。 ， ，
ねがい ていしゆつ きよ か ば あい みと めんきよ しゆとく ご ほ ご しや ほ

管し，在学 中 は保護者の責任の下，練 習 を 行 うようにしましょう。
かん ざいがくちゆう ほ ご しや せきにん もと れんしゆう おこな

９ アルバイト

アルバイトをするときは，担任及び進路指導 係 ，生活指導 係 と相談した上で，別
たんにんおよ しん ろ し どうがかり せいかつ し どうがかり そうだん うえ べつ

紙の「アルバイト規約」をよく確認し，保護者を通じて許可 願 を提 出 し，許可をも
し き やく かくにん ほ ご しや つう きよ か ねがい ていしゆつ きよ か

らいましょう。

その他10
た

⑴ 物やお金の貸し借りはしないようにしましょう。
もの かね か か

⑵ いじめは絶対に許されません。みんなが楽しく学校生活を送ることができるように
ぜつたい ゆる たの がつこうせいかつ おく

思いやりの気持ちをもって行動しましょう。
おも き も こうどう

⑶ 飲酒や喫煙，シンナー等の薬物は禁止します。
いんしゆ きつえん とう やくぶつ きん し


